
モンゴル時代の山西平陽地区と諸王の権益

一聖姑廟 「阿識牢大王令 旨碑」 より一

村岡 倫

1.高 平上薫峰 ・聖姑廟 「阿識牢大王令 旨碑」

2008年 夏、私は本科研費 によ り、研究分担者 の渡邊久氏 と共 に、山西省南東部 に残 る

元代 の碑文 の調査 を行なった。 その際、高平 ・上薫峰村 の聖姑廟 を訪れ た。それは、そ

こに、元代のモ ンゴル 王が発 した令 旨碑 が現存す るとい う情報 を得て いたか らであった。

その碑 は、「阿識牢大王」の令 旨を刻す る碑であって、かつて高橋文治氏が紹介 し、初め

て世 に知 られ るよ うになった もので ある[高 橋2006]1。 氏の精緻な考察に付 け加 えるべ

きことはほ とん どないが、本稿で は、この碑 に関 して若干の私見 を述 べたい と思 う。

まず 、氏 の論考 に拠 って、碑 の概略 を述べてお く。 「阿識空大王令 旨碑」は、 「大元皇

帝勅諭」 とい う誤 った題額 を有 し、 「令 旨」の末尾 に 「大徳元年(1297)十 二.月」の 日付

を持っ。しか し、それ は、大徳元年 に阿識窄の令 旨の発給 を受 けた とい うこ とであって、

立石 自体は、明代の正徳元年(1506)3月 の ことであ った。碑 が置 かれ る聖姑廟 は、馬仙

姑 なる道姑 が、金元交替期 に、当時の高平県通義村 に庵 を結んだ場所であった。1236年

の馬仙姑の死後、徐 々に地元 の信仰 を集め、庵 は 「馬仙姑祠」 として 「崇真・観」 とい う

道観 とな り、やがて大徳11年(1307)に 、大道教の第11代 ・鄭進 元の推薦 によって 「万

寿宮」 とい う宮 にまで昇格 した。

次 に、高橋 氏が採録す る原文[高 橋2006、51頁]に 、現地で実見 した ことを踏 まえ、

若干 の補訂 を加 えて載せてお く(氏 は断句す るが、 ここではそのまま載せる。 また、便宜

上、各行の前に行数 を示 した)。 下線部分 が補訂 した箇所 であ る。
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皇帝福康裏

阿識牢大王令 旨宣慰司官人毎廉訪司官人毎随城子達魯花赤管民官人毎

管軍官人毎官打捕鷹房不以是何官人和尚先生也里可温毎答失蛮毎衆

百姓毎俺真大道宗師崇玄廣化真人岳八祖管着的馬仙姑徒門為住持口

行的平陽路澤州高平縣通義村馬 仙姑祠廟崇真観女冠韓志誠

撒八児妃子老娘娘出家的上頭在先曽與

酪旨那崇真観裏降香掛旛布施有來為那般呵韓志誠執把行的

令旨再與去也属平陽踏 路州壺関縣沙窟村rt孟 路武防縣府口村脩

真観井随慮但有菖属馬仙姑的徒門祠廟照依在先体例裏韓志誠為頭 目

1高 橋氏の論考については本科研の研究分担者である舩田善之氏にご教示いただいた。また、その複写に

関しては大阪大学の山本明志氏にご配慮いただいた。それぞれ記 して感謝の意を表 したい。
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管着行者更依着

聖旨騰例裏這韓志誠管着的馬仙姑院舎行門観廟裏不棟甚慶差獲休着者田

産水土不棟甚物業或是置買來的諸人施與來的開耕占着的不棟甚人休

碕氣力箏者休掻擾休欺負者別了的人毎有呵仰本庭官司口口口與大道

頭 目毎一同好生的理問蹄断者那人毎不傲信呵爲將名姓來俺根前説不

窓生將要罪過呵俺識也

吏部聴選監生里人秦賢書丹井額

大徳 元年十二月 日 石匠河津縣黄景先

正徳 元年三月望 日本宮住持女冠楊得口立石

[高橋2006の 録文]

4行 目:行 末 を空格 とす る

8行 目:「 塵口観」

行 末 「府 □□□」

12行 目:

13行 目

行末 「不棟甚慶休」

「仰□□官□□□□」→

17行 目 「石匠」以下な し

[補訂 内容]

→ 見た ところ、何 か文字 があるよ うだ。 しか し、削れ

て見 えな くなってお り、何 とい う文字 かは判断がっ

か ないので、口を補 った。

→ 「璽慮観」 に見える。

→ 「府 □村脩」 に見 える。 これ が正 しけれ ば、9行 目

にかけての道観 名は 「脩真観 」 とい うことにな る。

→ 「塵」 ではな く 「人」である。

「仰本庭官 司□□□」。 「司」の後の3文 字 はや は り

見 えない。

→ 「石 匠河津縣黄景先」を補 う。

※ なお 、16行 目の 「吏部」の上、17行 目の 「大徳」 と 「元年十二月 日」の問、18

行 目の 「正徳」 と 「元年三月望 日本宮住持女冠楊得□立石 」の問、その空格部分に

は印(お そ らくはパスパ文字)が 彫 られて いる[高 橋2006、51頁 注4お よび64頁]。

高橋氏 は、録文 に続 けて 日本語訳 を試 み、つ いで詳細な考察 を加 えてい るが、それ に

よれ ば、令 旨 自体 は、崇真観 の責任者 ・韓志誠 に与 え られた、阿識4大 王の名 に よる特

許状で あ り、「馬仙姑 と韓志誠 に関係す る上記の廟 に入 るものは、廟の財産 を奪ってはな

らない」(11行 目～13行 口)と い うのが中心的内容 で、また 「裁判 をお こな う際は真大道

の責任者 を交 えて行 え。 それで も問題が ある際には阿識空大王が裁 く」(13行 目～15行

目)と も記 してい る[高 橋2006、52頁]。

令 旨は、いわ ゆる 「直訳体」 と呼 ばれ る白話 文で書かれ、 しか も、他 の史料では、ほ

とん ど知 りよ うの ない 「阿識畢 大王」 の令 旨である とい うこ ともあ り、高橋 氏はその重

要性 を踏 まえて、本碑 を紹介す るに至った とい う。 また、元代 に与 え られた特許状が、

明代 になって も依然 として効力を持 っていた ことに も注 目してい る。 なお、氏は、聖姑

廟 には、 この碑 のほか、残碑 も含 めて四座 の元碑 があ ると紹介 してい るが、 これ らに関

して も、我 々は廟 内 に現存す るこ とを確認 した。



2.阿 識牢大王 とグユクの末子 ボク

ここでは、阿識u大 王 自身に関わ る問題点 を指摘 してお きたい。 まず 、阿識牢 とい う

名 は、 どの よ うに読 めばよいだろ うか2。 阿識牢大王は、高橋氏が述べ るよ うに、『元史』

巻18、 成宗本紀 、元貞元年(1295)春 正月戊申の条に 「諸王阿失牢来朝す。金五十両 ・

銀 四百五十両を賜 う」 と記述 され る 「阿失1」 に比定 され る。 「阿識牢」・「阿失牢」は共

に 「アシカ ン」 と発 音 され そ うだが、この よ うなモ ンゴル語 はな く、別 の読み方 を考 え

な くてはな らないだろ う。実は、「阿失」で あれば、『元史』に散見す る人名で あ り、rasiG」

(モンゴル語で 「儲け」・「利益」を意味する)と 読 まれてい る3。 「阿失鉄木児」 とい う人

物 もい るが、 これ も原音 はrAsiG-temur」 と再構で きる。rAsiG」 のrG」 が、漢字表

記で脱落す るこ とは十分にあ り得 よ う。

一方
、「牢qan」 は 「汗qan」 と同 じで、 「大王」に関わる語 と思 われ る。 ク ビライの

曽孫に、雲南王老的 とい う人物 がいるが、彼は、「老的筆」 と表記 され ることが ある。 こ

の末尾 の 犀qan」 が称号 なのか、名の一部 なのか、今 の ところ断定はできない[雲 南

王老的あるいは老的睾については、牛根2008、104頁 注33参 照]が 、阿識牢の場合 、「u」

が称号だ とす ると、碑文には 「阿識筆大王」と、「窄」と 「大王」が併記 されてい るので、

違和感が あることは否 めない。 しか し、いずれに して も、 「阿失牢」あるいは 「阿識 窄」

は、「空」が称号であれ名の一部で あれ 、rAsiG-qan」 と再構 され、「ア シク ・カ ン」 とい

う名で あった可能性 が高いで あろ う。

ところで、 この阿識牢は、『元史』巻107、 宗室世系表 には見 えない。 それ にも関わ ら

ず 、高橋氏 が、前述の よ うに阿識 筆大王(『 元史』本紀のr阿 失牢」)を グユ クの末子ホ ク

の子で ある としたのは、『集 史』や 『五族譜』に、ホクHoquの 第4子 として見えるishiq

ない しaeshiqと 読む こ とが可能な人物 に、阿識jCを 比定 したか らで あったL高 橋2006、

50頁]。 しか し、『五族譜』 に記 され るホクの第4子 は、ア ラ ビア文字で記 された人名 の

最後 の文字 は、明 らかにrb」 音であ り、実際 にはishkibで あ る[vSu`ab.f.124b]。 傍 らに

付 され る ウイ グル式モ ンゴル 文字 もishikebと 読める。ちなみに、『高貴系譜』では、こ

の人物 をホクの第5子 とし、同 じくishkibと なっている[MlllZZ.f.46a]。

『集 史』では、本文で、ホ クには10人 の息子がいた とし、その10人 の名 をあげるが、

その後 に付 され る系図には11人 の子 を記 してお り、本文 に記 され ていないに も関わ らず、
　

系 図 で11番 目の 子 と して 記 され て い るのが 、このlshkibで あ る[Rasld/Ali-zade,P.41]。

松 田孝 一 氏 は 「イ シ ュ キブ 」 とす るが[松 田1996、25頁]、 それ に従 う。rイ シ ュキ ブ」

の意 味 につ い て は、 今 の とこ ろ成 案 は な い。

「阿識 窄 」 と 「イ シ ュ キ ブ」 が 同一 人 物 で あ る可能 性 は あ るだ ろ うか。 音 か ら言 え ば

ず い ぶ ん 隔 た りが あ る よ うに 思 え る が 、高 橋 氏 が 考 え た よ うに 、 この ホ ク の息 子 が 、 も

2こ れ に 関 して は
、本 科 研 の研 究分 担 者 で あ る松 川 節 氏 に ご助 言 を 得 た。 記 して感 謝 の意 を表 した い。

3最 も よ く知 られ て い る の は
、 イ キ レス部 族 、 ブ トゥ(不 禿)家 の 阿 失 で あ ろ う。 これ も 「ア シ ク」 で あ

る。 この家 系 は 、始 祖 ブ トウ自身 が チ ンギ ス ・カ ンの 妹 トムル ン を嬰 り、そ の 死 後 は 、 チ ン ギ ス ・カ ン の

長 女 コア ジ ン ・ベ キ を嬰 っ た以 降 、代 々、 チ ン ギ ス ・カ ン…族 と姻 戚 関係 を持 ち 、 昌国 王 の 号 を与 え られ

た こ とで 知 られ て い る[村 上1972、393-395頁 参 照]。
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しishiqな い しaeshiqで あ るとすれば、 「アシク ・カ ン」 の 「アシク」に当たる可能性

が浮上 し、高橋氏の見解 は正 しい こ とにな る。 ただ、それ を主張す るためには、ペル シ

ア語史料 に記 され る 「イ シュキブ」の末尾rb」 音は、本来 ない ものが何 らか の間違いで

付 された と考えなけれ ばな らな くな り、『五族譜』に記 され る ウイ グル式モ ンゴル文字に

も末尾 に 「b」音 があるだけに、それ を証明す る手 立てが ない。

あ るいは、 「阿識窄」 と 「イ シュキブ」が同一 と主張す るには、「イ シュキブ」の末尾

「b」音が、rn」 音 の誤写 とす る考える方 があ り得 るか も しれない。 となれ ば、ペル シ

ア語 史料 の この人物は、rlshkan」 と読む こ とにな り、阿識牢 の音に近 くはなるが、これ

も、末尾rb」 音がrn」 音の誤写 だ と証明す るだけの材料 がない。 いずれに して も、今

の ところ、 「阿識…翠」 と 「イ シュキブ」 を同一人物 と断定す るこ とはできない。

そ こで、改 めて、ペル シア語 系譜史料 を通観 してみ ると、管見による限 り、ホ ク0族

を含むオ ゴデイ家諸王のみな らず 、チ ンギス ・カ ンの一族 の中に、阿識牢に比定できる

よ うな名 を持つ諸王は、や は り見 当た らない。 もちろん、ペル シア語系譜史料 といえ ど

も、すべての諸 王が載せ られてい るわけではないが。加 えて、『元史』宗室世系表 に もそ

の名が見 えない とな ると、名前だ けで、 この王の出 自を探 ることは不可能であ る。 阿識

%Cの 出 自を考 えるには
、別の方面か らの考察が必要 とな ろ う。

さて、高橋氏は、阿識窄 をホ クの息子 と した上 で、彼 が高平県通義村 の崇真観 に令 旨

を出 し得た理 由を、その地が彼の投下領 だったか らであ り、平陽の高平周辺 がホ クや阿

識 空ない しグユ クの所領 だった とい う史料 は他 にないので、 この碑は、その ことを立証

す る唯一の材料 であ ると、その重要性 を述 べている。 また、氏 は、阿識 窄が大元 に来朝

した理 由を、碑 に も記 され る彼の母 と思 われ る 「撒八児妃子老娘娘」が出家 している と

い う事 実(「 阿識窄大王令旨碑」6行 目)か ら、母 が出家 したのは、父 ホクが他界 したた

めであ り、阿識牢 自身 は、父か ら継承 した権益 を守 るた め、成宗テムルの もとを訪れた

と考 えた[高 橋2006、58-59頁]。

ホ クの父 グユ クは、第2代 オ ゴデイ ・カア ンの長 子であ り、父の死後 、1246年 に即位

した が、在位は短 く、1248年 に他 界 した。その後、1251年 にオ ゴデイの弟 トルイの長子

モ ンケが即位す るが、それ を不満 とす るオゴデイ家の諸王が、モ ンケの対 立候補 であっ

た、 オゴデイ第3子 クチュの子 シ レムンを中心にモ ンケの暗殺 を企てた。 しか し、事前

に発覚 し、 シ レム ンや グユ クの長子ホージャ と第2子 ナ クが軍営禁固の後 に処刑 された

の をは じめ、オ ゴデイ家の諸 王や その一派 は厳 しい処罰 を受 けた。 その際、 グユ クの末

子で あるホ クはまだ幼 く、謀反 には加担 してい なか った とい うことで、命 を助 け られ、

父の所領 で あったエ ミル ・コバ ク地方を受 け継 いだ。

ホ クは、モ ンケの死後、1260年 に起 こった ク ビライ とア リク ・ブケ兄弟 による帝位 を

め ぐる争 いにおいては、 クビライ側 に付いたが、 ク ビライの勝利 後は、同 じオ ゴデイ家

のカイ ドゥが、1266年 に クビライ政権に反旗 を翻す と、今度 はカイ ドゥ側 に立った。1276

年 頃、 コー タン～河 西で、大元軍 との交戦 を展開す る彼 の姿が史料 か ら見て取れ るが、

その後、消 息は全 くわか らな くな る[村 岡1992、29-30頁]。

ホクの年齢 は明 らかではないが、1251年 に幼 くして命 を助 け られた とい うこ とである
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か ら、その時、10歳 とすれ ば、大元軍 と交戦 を展開 した1276年 には35歳 、阿識畢が来

朝 した元貞元年(1295)で はす でに54歳 である。すで に成人の息子 がいて も、あるいは

ホク 自身が亡 くなっていて も、確 かにおか しくない年齢では あるが、彼 が大元治下 にい

なかった こともあ り、いっ亡 くなったのかは全 く不 明である。

以上の ことか ら、「阿識牢大王令 旨碑」をめ ぐる問題 点は次 のよ うに整理 され るので は

ないだろ うか。阿識畢が元貞元年(1295)に 来朝 したのは、ホクが他界 した ことと関係

があるのか どうか とい うこ と、,それ以前に、彼 が本 当にホ クの子であるのか とい うこと。

そ して、阿識窄が崇真観 に特許 を与 えたのは、その地 が彼 の投 下領で あったか らなのか

とい うこと。以上で ある。次節 以降では、これ らに関 して、若干 の私 見を述べ ることに

したい。

3.平 陽におけるジ ョチ家 の権益

前述の よ うに、高橋氏は、阿識uを ホ クの息子 とした上で、彼 が高平県通義村 の崇真

観 に令 旨を出 し得 た理 由を、 この地が阿識 牢大王 の所領 であ り、崇真観が彼 の所領 内に

ある尼寺であったか らと してい る。そ して、次の よ うに指摘 してい る。r山 西の平陽地 区

は、『元史』巻95・ 食 貨志 ・歳賜 の条 に 「ジ ョチに4万1千3百2戸 が分機 され た」 と

い うものの、その他 の所領 関係 が細か く分か るわけではない し、平陽 の高平周辺がホク

や阿識空ない しグユ クの所領だ った とい う記述 もない。 だが、阿識牢大王が崇真観 に特

許 を与 え得たのはその地 が彼 の投 下領 だったか らに相違 な く、む しろ、その こ とを立証

し得 る材料は今 の ところ本碑以外にはない」[高 橋2006、58-59頁]。

通 常、諸王が令 旨を発す るのは、 自らが権益 を持 つ分地内の寺院や道観 に対 してであ

る。 高橋氏が述べ るよ うに、平陽路はチ ンギス ・カンの長子ジ ョチに与 えられ た分地、

すなわち投下領で あった。 阿識 牢が、その名前 だけでは、ホ クの子であ ることはもちろ

ん、その出 自を明確 に出来ない ことはす でに述べた通 りで ある。 では、平陽地区に何 ら

かの権益を持 ってい る とい うこ とで、 もともと平陽 を投下領 としていた ジ ョチ家 の王で

あ る とい う可能性 は あるだろ うか。

『元史』巻95、 食貨志 、歳賜 の条 には、第2代 オ ゴデイ時代 の丙 申年(1236)に 行 な

われた分撲 の状況 が記 されてい る。 しか し、その淵源 は、す でにチンギス ・カ ン時代 の

金国遠征 にあ り[松 田1978、41-45頁]、 山西攻 略に功績の あった3子 、長子 ジ ョチ、第

2子 チャガタイ、第3子 オ ゴデイに対 して、山西の各地が分地 として設 定 され 、北か ら、

西京 はオ ゴデ イ4の 、太原 はチャガ タイ の、平陽 はジ ョチの、それ ぞれ分地 となったので

ある。金国滅亡後に行なわれ た丙 申年 の分撲 は、すで に松 田孝 一氏が指摘 した よ うに、

あ くまで分地に対す る諸王 の権益 の再確認 であった[松 田1978、45頁]。

平陽については、1237年 、窪州 に南 ロシア遠征途 上のジ ョチの子バ トウか ら令 旨が届

いてお り[『 山右金石記』 〈光緒 『山西通志』本〉巻8、 「雷州経始公厩橋道碑」;杉 山1990、

440頁]、 さらに、バ トゥは、 自らの宿衛 にあった鉄連 とい う人物 を、平 陽路管内のN.州

4西 京 が オ ゴデ イ の分 地 で あ った とい うこ とに 関 して は
、村 岡2001、9-12頁 を参 照 。



のダルガチ とす る[『 元史』巻134、 鉄連伝]な ど、 ジ ョチ家 の この地へ の影響力が確認

で きる。 また、第4代 モ ンケ・カアンの時代(1251～1259)に も、ジ ョチ家 の平 陽地区で

の権益が存続 していたこ とが知 られ てい る5。

ところが、1259年 、南宋遠征途上のモンケが急死す ると、翌年 よ り、次弟 ク ビライ と

末弟ア リク ・ブケによる帝位 をめ ぐる争いが起 こ り、 この時、バ トウの死後 、ジ ョチ家

の 当主 となっていたベルケはア リク ・ブケ を支持 した。 さらに、 クビライ勝利後 も、中

央ア ジアに 自立 してク ビライ政権 と対立す るオ ゴデ イ家 のカイ ドゥに、バ トゥの兄オル

ダの後喬 コニチは積極的に手を貸 した。0方 、バ トゥ家(当 時の当主はバ トゥの孫モ ンケ・

テムル)も 、初 めは クビライ に対 して もカイ ドウに対 して も、付 かず離れずの態度を取

っていたが、1276年 に起 こった 「シ リギの乱」をきっか けに、反 クビライ政権 の立場を

鮮明に したため、つ いにクビライは、ジ ョチ家の平 陽での権益 を、一時無効 にす る措置

を取 った[村 岡2002、16H62頁]。

その後 、ジ ョチ家 は、 中央アジアでのカイ ドウの強大化 、ク ビライの南宋接収 とい う

情勢の変化 によって、1280年 頃、今度 は逆に反カイ ドウ、ク ビライ政権 支持 とい う方針

の転換 を打ち出 した。 これに対 して、ク ビライは、接収 したばか りの江南にジ ョチ家の

投下領 を設 定 し、それ に報いている[村 岡1997、19頁]。

しか し、その後 もカイ ドゥとの対立は続 き、このよ うな状況の中では、中国方面か ら、

遠 い ロシアのジ ョチ ・ウル スまで、投下領 の収入 を送達す る機会 はな く、その権益 も曖

昧な ものになっていた。それが復活 し、再び給付 が開始 され たのは、1339年 の ことであ

った[村 岡2002、162頁]。 阿識 牢が来朝 した とい うのは、元貞元年(1295)の ことで あ

り、令 旨が発せ られたのは、大徳 元年(1297)の ことであった。 これ は、ジ ョチ家が平

陽での権 益 を失 っていた時期 のこ とであ る し、カイ ドゥとの対 立が続 く中、 ジ ョチ家の

諸王が来 朝す るとい うの も考 え られない。令 旨を発 した阿識/uが 、ジ ョチ家の諸王であ

る可能性 は低 い。

4.平 陽 におけるオ ゴデイ家の権 益

では、阿識牢 の出 自として、考 え得 る他 の選択肢 はあるだろ うか。実は、平陽地 区に

権益 を持 っていたのはジ ョチ家だ けではなかった。 丙 申年 に平陽でジ ョチ家 に分Rさ れ

た戸数 は、前述 の通 り、4万1千3百2戸 である。平 陽路 の戸数は、至元7年(1270)の

戸 口統計 に基づ くと思 われ る 『元史』巻58、 地理志 には、12万630戸 と記 され てい る。

丙 申年 と至元7年 で は34年 の隔た りがあ るが、そ う変 わ りがなかった とすれ ば、ジョチ

5モ ンケ ・カ ア ンが 即位 した1251年 前 後 の こ と と して
、程 鈍 夫 『程 雪 楼 集 』 巻6、 「斬 同 知 墓碑 」 に、斬 用

とい う人物 が 、バ トゥに命 じ られ て 、 平 陽 の 工 匠の 長 とな っ た こ とが記 され て い る。 そ の 頃 、平 陽 にバ ト

ゥ所 属 の 工 匠 の一 団 が あ った こ とが 知 られ る[海 老 沢1966、37-38頁]。 さ らに、都 経 『陵川 文集 』巻32、

「河 東 罪 言 」 に は 、 モ ンケ 時 代 、 平 陽 は ジ ョチ家 の激 しい 収 奪 に晒 され て い た こ とが 記 され て い るの で 、

食 邑 と して 税収 も受 け 取 っ てい た こ とが わ か る[愛 宕 松 男1943、79-80頁;海 老 沢1966、37-38頁;岩 村

忍1968、439-442頁]。

6



家が投下領 として権益 を有 したのは、実は平陽路全体の約3分 の1に しかす ぎなかった

ことにな る。 もちろん、 これ はあ くまで戸数で あって、その支配領域 の広 さを示す もの

ではな く、その4万1千3百2戸 が、 どれ ぐらいの広が りで展開 していたのか、あ るい

は、具体的に平 陽路の どの辺 りなのかは、明 らか にす るこ とはできない。す でに述べた

よ うに、平陽路 の北西部、雷州 と限州に、ジ ョチ家 の影響力が見て とれ るだけであ る。

では、ジ ョチ家 の支配下に入 っていない、平 陽路3分 の2の 戸数が居住す る地域は、

いったい どのよ うになっていたのであろ うか。 それ は、すでに李治安氏、松 田孝一氏、

堤一昭氏が注 目 し、私 もそれ らの研 究に導かれ て検証 した よ うに、 ジ ョチ家 とは全 く別

の遊牧集団が入 り込み、モ ンゴル高原 さなが らの遊牧生活を営んでいたのである[李 治

安1992;松 田1987、1996;堤1992;村 岡2002]。

1234年 に金国 を滅ぼ したオゴデイ ・カアンは、その後 、モ ンゴル ・ウルスの軍事力の

大部分 を握 る実力者 、弟 トルイの一族 との対抗 上、皇帝権力 の強化 をはかった。 トルイ

は、金 国遠征 か らの帰還途上 に亡 くな ったが、彼 の一族 はそ の後 も大きな力 を持 ってい

たか らである。 オ ゴデイの権力強化策の一っが、軍事拠 点 と しての山西地方の掌握 であ

った。 まずオ ゴデイは、金 国遠征 においてカア ン直属軍の将 軍を務 めたフ ウシン部 タガ

チ ャル とジャライル部チ ョル カン家テ ムテイの軍団 を、金 国滅 亡後 もモ ンゴ リアに帰還

させ ることな く、前者は平陽南西部の聞喜県東鎮 を根拠 地に、後者 はそれ と一部重な る

形で平陽か ら太原 に至 る地域 にそれ ぞれ駐 屯 させた[松 田1987、57頁;堤1992、56頁]。

さらにオ ゴデイは、 自らの分地であった西京か ら、第3子 クチ ュを南下 させて対南宋

の前線へ の遠征 を担 当させ るに当たって 、山西 を縦断す る形で専用の軍事駅伝道 を整備

し、配下の ソゲを 山西大 ダル ガチに就任 させ、同 じく配下 のサイイ ド・ア ッジャル を太

原 ・平陽二路ダルガチに就任 させた。 そ して、 クチュは1235年 秋 か ら1236年 末 に亡 く

な るまで、この地で活動 し、その間にクチュ ・ウルスが成 立 した[松 田1996、43-47頁]。

アル タイ山脈の 西、エ ミル ・コバ ク地方 にあったオ ゴデイの長子 グユ クの ウル ス、河西

地方の西涼 にあ った第2子 コデ ンの ウル スに続 いて、オ ゴデ イ家三つ 目の ウル スの成立

で あった。っ ま り、平陽地区は、 ジョチ家 の投 下領 と、 タガチ ャルや ジャライル率 いる

軍団の駐 屯地、 さ らにはオ ゴデイ家第3の ウル ス、 クチュ ・ウル スの遊牧地が併存 して

いたのである。

その後 、前述の通 り、帝位 をめ ぐるモ ンケの対 立候補で もあった、 クチ ュの子 シ レム

ンは殺 害 された。 しか し、平陽に成 立 した クチ ュ ・ウル ス とい う枠組みは、 シ レムンの

息子(も しくは弟)で あ るボラ ドチ6を 当主 と して、モ ンケ時代 までは存続 していたが、

ク ビライ とア リク ・ブケの対立、ついで至元3年(1266)に 、同 じオゴデイ家のカイ ド

ゥが中央アジアに 自立 して反乱 を起 こす と、ボ ラ ドチ らクチュ家 の諸王 も、前述のホク

同様、カイ ドゥ側 に帰順す ることにな り、平陽 を離れ た よ うである。平陽 を投下領 とす

るジ ョチ家 も、「シ リギの乱」をきっか けに クビライ政権 と対立 し、そ の地 に持つ権 益を

無効 とされ たこ とはす でに述べた通 りであ る。 この よ うに、平 陽は一時無主の地 となっ

6ボ ラ ドチ が シ レム ン の弟 で あ った の か
、子 で あ っ た の か は判 然 と しな い。松 田1996、36頁 の 注17参 照 。
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ていたのであった。

ところが、至元28年(1291)、 クチュの末子 ソセが、かつての クチ ュ ・ウル スの遊牧

地、平陽の1路州 に復 帰 した。彼が史料上に現れ るのはこれが初 めてではな く、す でに、

至元22年(1285)に 大元 か ら恩賜 を受 ける対象 としてその名 が見える[『 元史』巻13、

世祖本紀、至元22年 是歳の条。 ここでは 「小..」 と表記 される]。 彼が史料に登場す るこ

の頃は、カイ ドウ側か ら、数 多 くの投降者があった時期で もあ る。特に、至元24年 ～28

年(1287～1291)が ピー クで、投降者 が70余 万人に ものぼった とい う[『 元史』巻173、

馬紹伝;佐 口1942、39頁;松 田2000a、154頁]。 ソセが大元政権 下に忽然 と現れ るのは、

彼 も、かつ てカイ ドゥ側 に身 を投 じ、その ころ投降 して きた諸王であった とい うことが

考え られ よ う[村 岡2002、164頁]。

中央ア ジアのカイ ドゥ陣営か らの投 降者 が相継 ぐ傾 向は、 クビライ死後、成宗テ ムル

が即位す る とさ らに拍車 がかかる。その うち最 もよく知 られ ているの は、元 貞2年(1296)

の ヨブクル、 ウルス ・ブカ、 ドル ダカ ら有力王侯 たちの投降であ ろ う[松 田1983]。

阿識空は、前述 のよ うに、元貞元年(1295)春 正月に来朝 した。 高橋氏は、彼の来朝

に関 して、この時、成宗は上都 にいたはずであ るか ら、 「来朝」 とい う以上、彼 は大元 ウ

ルス とは別 の場所 か らテ ムル のも とを訪れ た ことになると した[高 橋2006、58頁]。 これ

はまさ しくその通 りで、氏は、阿識牢 が本拠地 とした場所 を不明 と してい るが、元貞元

年 とい う時期 を踏 ま えると、阿識牢 も、実 はカイ ドゥ側 か らの投降者 であったので はな

いだ ろ うか。 そ して、彼 が、平 陽に権益 を持 っていた とい うのは、 この時点 で権益の実

質 を失っていた ジ ョチ家 の諸王 でなけれ ば、や は り、平陽に遊牧地 を持 っていたクチ ュ

家 を擁す るオ ゴデ イ家 の諸王であ った と考えるべ きであ ろ う。

5.阿 識牢大王の出 自

では、阿識 牢は、オ ゴデイ家6系7あ る うち、 どの家系に属す るであろ うか。それぞれ

の遊牧地 と華北投下領は下記の通 りであ る[松 田1996;村 岡1992;2002等 参照]。

長子 グユ ク家

第2子 コデ ン家

第3子 クチ ュ家

第5子 カ シ家

第6子 カ ダア ン家

第7子 メ リク家

[遊 牧地]

エ ミル ・コバ ク地方

河西地方

山西地方平 陽y.[aY路州一帯

カヤ リク地方

ビシ ュバ リク地方

イルテ ィシュ河流域

[華北投下領]

大名路

東昌路

沐梁路碓州

沐梁路藥州

沐梁路鄭州

沐梁路鈎州

こ うしてみ る と、平陽 に権益 を持 っていたのは、や は りそ の地 に ウル スを有 していた

7オ ゴデ イ に は7人 の 息 子 が あ った が
、 第4子 カ ラチ ャル 家 を 除 い て 、そ れ ぞれ 別 々 に ウル ス を 形成 し、

六っ の 王 家 と して 、 ク ビラ イ政 権 に認 識 され て い た[村 岡1992;2002、156頁 の 注4参 照]。
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クチ ュ しか考 え られ ないこ とになる8。

阿識牢の令 旨が発せ られた頃、クチ ュ家 には、前述 の通 り、瀦州 にクチ ュ・ウルスを復

活 させた ソセが いて、大元治 下で大 きな力を持 っていた。通常、権益のある分地内に令

旨を出すの は、その ウル ス、あるいは王家 の当主であ る9が、かつて私は、クビライの庶

弟モゲの一族 には、本家の永寧 王 とは別 に、分家に当た る無 国邑名 の王がいて、令 旨を

発 している例 を紹介 した ことがある[村 岡2006]。 これ を踏 まえると、ソセではな く、ク

チ ュ家の別 の者 が令 旨を発す るこ とがあって も不思議ではない。

クチュ家 には、当時 、ボラ ドチの4人 の子があって、『五族譜』は、そ の うち、カダイ

とサ ドル につ いて 、 「カア ンの もとにい る」 とコメン トしてい る[Su`ab.f.125a]。 カダ

イ は、『元史』 には、 「合帯」あるいは 「恰　」 と記 され 、至元27年(1290)に 靖遠 王に

封 じられてい る[『 元史』巻16、 世祖本紀、至元27年 正月己未]lo。 『五族譜』は、!4世 紀

初頭 の状況 を記 してお り、 ソセが最後に確認 できるのは、『元史』巻24、 仁宗本紀、皇

慶元年(1314)7月 丙午 であるので、カダイの王号授与 は、ソセ の存命 中の ことであった

ことにな る。

また、ボ ラ ドチの4子 の うち、『五族譜』に 「カイ ドゥの もとにいる」 とコメ ン トされ

ているアル グイ[vSu`ab.f.125a]は 、カイ ドウの死後 に起 こった中央アジアでの覇権争 い

で、1306年 、他のオ ゴデイ家 の諸王 と共に、チ ャガタイ家 の ドウア ・大元政権連合軍 と

戦い、敗北 を喫 し、大元に投降 した[杉 山1987、356-357頁]。 アル グイは、大元政権 よ

り裏寧王 に封 じられ る[『元史』巻108、 諸王表、嚢寧王の項]が 、至大元年(1308)に は、

『元史』宗室世 系表 ではカダイの子、『南村較耕録』ではアル グイの子 とされ る也速不干

(イェスブゲン)に 嚢寧王の位 が譲 られている。

この よ うに、13世 紀の終わ りか ら14世 紀初頭 にかけて、 ソセ とは別に、靖遠王あ る

いは嚢寧 王を称す るボ ラ ドチ家が あ り、 クチュ家で は、 ボラ ドチの一族 とソセ が並立 し

ていた ことにな るが、阿識窄 もまた彼 らと全 く同時代 の人 間である。 クチ ュは父 オゴデ

イ ・カア ンの存命 中に亡 くな り、その子 シ レム ンも早 くに処刑 され たこ ともあって、ク

チ ュ家は子孫 を多 く残 さなかった。すでに並立 しているボラ ドチの諸子 とソセ 以外 に、

8た だ し
、 コデ ン家 には 、後 に 延 祐4年(1317)に 扮 陽 王 に 封 じ られ たべ ク ・テ ムル(別 鉄 木児)が お り、

扮 陽 とは 、明 らか に 山 西 地 方 西部 を流 れ る扮 水 に ち なむ 王 号 で あ る こ と、 ま た 、山 西 平陽 南 部 に あ る永 楽

宮 に 、 コデ ン家 の トク ・テ ムル(脱 帖 木 児)荊 王 の令 旨(1339)、 トガチ(脱 火 赤)荊 王の 令 旨(1344)

を 、 上 下 に刻 した モ ン ゴル 語 直 訳体 白話 風 漢 文 の碑 石 が 現 存 して い る こ と[杉 山1990、483-485頁]、 こ

れ らか ら、 平陽 が コデ ン家 とは 全 く無 関 係 とは言 い切 れ ない 。 とは 言 え 、 それ はや は り14世 紀 以 降 の こ

とで あ り、13世 紀 末 の時 点 で は 、 コデ ン家 が平 陽 に権 益 を持 っ て いた 可 能 性 は 低 い。

9ソ セ に も
、大徳7年(1303)に 、や は り平 陽 路 の河 中府 河 東 県 延 示乍寺に 発 した 令 旨 が あ る[藥1986]。 た

だ 、 ソセ の 遊 牧 地 は 平 陽 東 部 に あ り、 そ れ を 考 え る と、 河 東 県 は ず い ぶ ん 西 に はず れ てい る。 松 田氏 は 、

1298年 に ソセ の 所 部300戸 が 六盤 山 の南 の 鳳 翔 に あ り、そ れ らに対 して1路州 の 田2,8000頃 が 付 与 され る

(『元 史 』巻19、 成 宗 本 紀 、大徳2年12.月 辛 巳の 条)な ど、 ソセ の 権 益 地 が 黄河 ～滑 水 沿 い に点 在 した 可

能性 を指 摘 して い る。 卓 見 で あ ろ う。
10松 田氏 は

、 カ ダイ が 大 元 か ら靖遠 王 に封 ぜ られ た の は 、至 元27年 の こ とで あ る こ とか ら、『五族 譜 』 の

コメ ン トは14世 紀 初 頭 の状 況 を 言 って い るだ け にす ぎず 、彼 が最 初 か らク ビライ 政 権側 にい た わ け で は

な い こ とを指 摘 して い る。 あ る い は 、 この カ ダイ も至 元27年 少 し前 に 、 カイ ドゥ側 か ら投 降 した者 で あ

った か も しれ な い[村 岡2002、161頁]。
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第3の 家系があった とは考えに くい。

実は、 クチ ュ家 以外 で、平陽地 区 とは深 い関係 を持っオ ゴデイ家 の諸王 がいた こ とが

わかってい る。それ は、グユ クの長子 ホー ジャの子 トクル ク(禿 忽魯)で あ った11。彼は、

すでに クチ ュ家 の諸王が平陽を離脱 して、カイ ドゥ側 に帰順 した後 の至元4年(1267)、

瀦州 の牧 地 を利用 した ことがあった[王 憧 『秋澗先生大全集』巻51、 「塔必公神道碑銘井

序」;松 田1996、55-56頁;村 岡2002、155頁 注3]。 もとも とクチ ュ ・ウル スがあった地

で もあ り、同 じオゴデイ家で、ク ビライ側 に立っ トクル クが、その地 を牧地 とす ること

に、ク ビライ政権 としては何 の異論 もなか ったであ ろ う。彼 は、そ の後、雲南遠征 で活

躍 し、至元9年(1272)に は南平王に封 じられてい る[『 元史』諸王表、南平王の項。 ここ

では 「禿刺」 と表記]。

ところが、その トクル クも、至元14年(1277)頃 、北方で起 きた 「シ リギの乱」に呼

応す るよ うに、ク ビライの皇子、安 西王マ ンガラの夏営地六盤 山で反旗 を翻 した[村 岡

1992、30頁]。 鎮定 された後 、彼 が どうなったのか史料上では全 くわか らないが、も し生

きて いれば、反乱者 となった彼 の行 き先 もまたカイ ドゥの もとしかなか ったであろ う。

ホー ジャの後喬 に関 して、『元史』巻35、 文宗本 紀、至順2年(1331)4月 癸亥の条に、

諸王完者也不干(オ ル ジェイ ・イ ェブゲン)、 所部 の蒙古 民二百八十余戸 の磯 ゆるを

告 ぐ。河東宣慰 司に命 じ官粟 を発 し、 これ を賑 わす。

とい う記事 があ り、 この完者也不干12は、『元史』宗室世系表 では、 グユ クの長 子ホー ジ

ャの子 とされ ている。河東宣慰 司 と言 えば、その管轄 は山西地方で ある。 ここで も、グ

ユ クの長子 ホー ジャの一族 と山西 の関係 が見て とれ る。

阿識窄 の登場は、1267年 の トクル ク と1331年 の完者也不干、64年 を隔て る両者 のち

ょ うど中間に当た る1295年 ～1297年 である。 しか し、 これ をもって、両者 と阿識空 と

の関係 は想 定できるが、彼がホー ジャの一族 だ とす るのは早計であ ろ う。結論 か ら言 え

ば、今 の ところは もっ と広 く、や は りグユ クの一族 と見てお くべ きであ る。 なぜ な ら、

ク ビライ政権 は、ホージャ とホクは、あ くまで同 じグユ ク・ウルス とい う枠組み の中の諸

王 と見て いたか らであ る。

llト クル クを ホ0ジ ャ の子 とす るの は 『五 族 譜 』 に よ る[vS
u`ab.f.124b]。 『元 史 』 宗 室 世 系表 は 、 ホ クの

子 と して い るが 誤 りで あ る[村 岡1992、30頁]。

12『 元 史』 巻108
、 諸 王表 、第6ラ ンク の 「銀 印亀 紐 ・無 国 邑名 」 に 、完 者 也 不 干 が 記 され て い る。 封 じ

られ た 年 は 不 明 で あ るが 、同一 人 物 で あ ろ う。ペ ル シア 語 系 譜集 に は 、ホ ー ジ ャの子 トク メ の子 と して 見

Vv

え る 「オル ジ ュ ウケ ン」 とい う人 物 が い る[『 集 史』Rasld/Ali-zade,p.41;『 五 族譜 』S'u`ab.f.124b;『 高

貴 系 譜 』MIIIZZ.f.46a;松 田1996、24頁 参 照]が 、 この ま ま で はモ ン ゴル 語 の名 と して再 構 で きな い の

で 、 「オル ジ ュイ ・イ ェブ ゲ ン 」 の誤 り と思 わ れ 、 完 者 也 不干 は これ に比 定 で き よ う。

宗 室 世 系 表 に あ る よ うに 、完 者也 不干 が ホ ー ジ ャ の子 で あ るな ら、 父 が1252年 に モ ン ケ暗 殺 を企 て た

と して 処刑 され た そ の80年 後 、1331年 に 生 きて い る とい うこ とに な り、絶 対 に あ り得 な い とは言 わ な い

が 、 少 々 不 自然 で あ る。 実 際 は 、 ペ ル シア 語 系 譜 集 が 記 す よ うに 、 完 者 也 不 干 は 、 ホ ー ジ ャの 孫 の 世代

で あ っ た の で は な いか 。
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前述の通 り、オ ゴデイ家の諸子は6家 別 々の王家 、す なわち ウルスを形成す る と認識

されていた。それは、大元政権下で は、歳賜 は ウル スご とに行なわれ てお り、『元史』巻

95、 食貨志、歳賜の条に、オ ゴデイ家は6子 の名で別 々に項 目が立て られてい るか らで

ある[村 岡1992、42-43頁]。

この食貨志に対応 す る記事 が 『元史』巻4、 世祖本 紀、中統元年(1260)12.月 乙巳の

条にあるが、これに よれば、オ ゴデイ第5子 のカ シ家 はカイ ドウ、第2子 コデ ン家 は ジ

ビク ・テムル、そ して、第6子 カダア ン家は ドル ジとイ ェブゲ ンとい うカダアンの2子

の名 義で、それぞれ歳賜額の決定がな されてい るのがわか る。その中で、「都魯 、牙忽に

銀八百三十三両、特 に綿五十斤 を賜 う」 とあ るのが、 グユ ク家への決定を表す ものであ

る。松 田氏が指摘 したよ うに、「都魯」は前述のホ.___ジャの子 トクル クである[松 田1996、

52頁]。 「牙忽」 は従来不 明 とされて きたが、上記の よ うに、カダアン家が2子 の名で

代表 されてい ることを踏ま えると、 これ も トクルク と並ぶ 以上、 グユ ク家の諸 王であろ

う。 とす る と、 「牙忽」は、 「禾忽 」す なわち 「ホ ク」の誤 りと考え られ、 グユ ク ・ウ

ル スの権益 を受 け る対象が トクル ク とホ クであった こ とにな る。

トクル クがグユ ク ・ウルスの代表 の一人 であるな ら、平陽の権益は、ホー ジャー族 の

みな らず 、グユ ク ・ウル ス全体の もの と考えるべ きであ り、 当然、ホ クー族 も享受 しう

るものであった。 したがって、高橋氏は阿識牢 をホ クの子 としたが、その可能性 も十分

あ り得 る。グユ ク家の阿識 窄が投 降 してきた と言 って も、も ともとのグユ ク・ウル スの地

であったエ ミル ・コバ ク地方は、13世 紀末、いまだカイ ドゥ側 に 占拠 されたままであ り、

そ こで、かつてホー ジャの子 トクル クが牧地 と して権益 を持 った ことのある平陽にその

ウルスを復活 させ たのではないだ ろ うか。

阿識 牢が令 旨を発 した崇真観 のある高平は、 クチュ ・ウル スがあった1路州か らは、南

へ直線距離 で50キ ロメ.___トルほ ど離れ てい る。クチ ュ ・ウル ス と、それ よ り若干 遅れ て

大元治下で復活 した グユ ク・ウルスは、平陽地区内で、瀦州 と高平 とに棲 み分 けがな され

たのではないだ ろ うか。 阿識uが 崇真観 に特許 を与 えたのは、崇真観 のある高平が、彼

の投下領 で あったか らとい うよ りも、彼 の ウル スその ものが、その地にあったか らと考

えるべ きで あろ う。

6.平 陽浮山県 ・天聖宮 「伝諭蒙Z皇 帝聖 旨裏碑」

ところで、かつて私は、山西省 臨扮市 の東郊、浮 山県 にあ る天聖宮遺趾 を訪れ たこ と

が あった。 そ こには、『三晋石刻総 目 ・臨扮市巻』(167頁)に よれ ば、 「伝諭蒙寄 皇帝聖

旨裏碑」(『三晋石刻総 目』 は、「伝諭蒙寄皇帝聖旨里碑」 とするが、「里」は簡体字なので、

「裏」に戻 した)と 称す るモ ンケ ・カア ン時代 の碑があ るとい うことであった。しか し、

実際には、そ の碑 は、天聖宮遺趾 内にはな く、村 内の ある個人の住居に保 管 され ていた。

幸いに も、天聖宮の道士の計 らいに よ り、実見す ることがで きた。 天聖宮か らやや離れ

た、黄土台地の崖を利用 して作 られた一軒 のヤオ トンにその碑はあ った。そ の碑の内容

は次の通 りであ る。
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

蒙寄皇帝聖旨裏

大王令旨裏

宣諭碕付漢地先生那延掌教眞人師父筍付裏平陽路道録口准口

掌教眞人師父指揮該本司申天聖宮係

太上口現聖跡去慮毎歳香信 自來常住附暦支収今有0等 不循規口

道士将香銭不入常住乞禁約施行

蒙准所申如文字到仰省會本宮道士諸執事人等依 自來躰例

将香信常住附暦収支依公用度無得中間欺隠若有違犯之人

口本宮綱首責罰如不服申本院断遣施行除外相度須合行下

宣口口府所口下口日口此獲去仰照験収管依奉施行如違申本院

口治口口行口口口口毎 日念経告

口口口先口収管依口常不違犯施行口申不得違口須口指揮

右下浮山縣天聖宮綱首准此

戊午年四月十三 日 囲
囲

碑版 は横51× 縦78× 厚17で 、青黒色石質 、円首、楷 書、印章が刻 されてい る。10行

目、13行 目、14行 目は空格 である。 さて、 この碑で注 目すべ きは、2行 目の 「大 王令 旨

裏」の 「大王」の上部が、摩耗 して見 えな くなっているのではな く、故意 に空 け られて

い る とい うこ とで ある。通常 は、 ここに王名が入れ られ ているはず である(本 稿で取 り

上げた 「阿識牢大王令旨碑」も、1行 目に 「皇帝福康裏」、そ して2行 目に 「阿識牢大王令 旨

…」 とある)
。 このよ うに空け られ ている例 は、管見に よる限 り知 り得 ない。本科研 の研

究分担者 の一人 である松 田孝一氏は、明記 で きない事情 があったので はないか と指摘 し

たが、ま さしくその通 りであろ う。

では、明記 できなかった この大王 とはい ったい誰なのか。17行 目に記 され る 「戊午」

は、モ ンケ時代(1251～1259)と い うことなので、当然1258年 に当た る。 この時点で、

平陽浮 山県に権益 を持 っていた大王 とい うことにな ると、考え られ るのは二人、まず 、

平陽を投 下領 としていた ジ ョチ家 の王で ある。1258年 と言 えば、ジ ョチ家の 当主はバ ト

ウの弟ベル ケ(在 位1257～1266)で あった。 も う一人は、モ ンケ時代 にも平陽に存続 し

ていた クチュ・ウル スの当主 ボラ ドチである。

この碑 が刻 石 され た 日付 は残 念 なが らわか らない が、おそ らく、次 のク ビライ時代

(1260～1295)に 刻石 され 、天聖宮内に立て られ ることになった と思われる。とす ると、

まず、 ジ ョチ家 のベル ケの場合、彼は、モ ンケ死後 に起 こった クビライ とア リク ・ブケ

との帝位 をめ ぐる争 いの時 に、ア リク ・ブケ を支持 した し、 クビライ政権成立以降 も、

ベルケを継 いだ、バ トゥの孫モ ンケ ・テムルが、しば らく反 クビライの態度 を取 っていた。
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1280年 頃、ク ビライ政権 を支持す る方針へ転換す るが、それまでであれ ば、ジ ョチ家の

当主の名 を刻石す るのは、天聖宮 と して も揮 られた と考 えるこ とがで きる。

一方
、クチ ュ ・ウル スの当主ボ ラ ドチの場合、彼 も、至元3年(1266)以 降は、カイ

ドゥ側 に帰順 し、反 ク ビライ政権 の立場 に立 ったで あろ うことは、す でに述べた通 りで

ある。 クチ ュ ・ウルスが復活す るのは、ソセが史料 に現れ る至元22年(1285)頃 の こと

で あった。 その間の刻石であれば、 これ また 、反乱者 と見な され るボ ラ ドチ の名 を記す

のは、慨 かれ た とい うことはあ り得 よ う。

碑に記 され る 「大王」が、ベルケなのかボラ ドチ なのか、その二人の どち らかである

可能性は もちろん高 いのだが、 あるいは他 の諸 王の可能性 はあるのか。また、天聖宮の

ある浮 山県は、平 陽全体で言 えばほぼその中央部 に当た り、 ジ ョチ家が権益を持 った雷

州 と限州があ る北西 部か らも、クチ ュ ・ウルスがあった瀦州一帯 か らも距離があ る。 こ

れ について ど う考えれ ばよいのか。今後 の課題 としてお きたい。

いずれ に して も、この碑 もまた、「阿識 窄大王令 旨碑」 と並んで、平陽にお ける諸 王勢

力の権益 の実態を考察す る上 で、重要 な碑であ ることは間違いない。なお 、天聖宮 と 「伝

諭 蒙寄皇帝聖 旨裏碑 」、あ るいは天聖宮 に所蔵 され る他 の碑文の詳細 については、同行 し

た本科研費 のメンバーでもある渡邊久氏が、改めて発表す る予定である。

おわ りに

モ ンゴル諸王の漢地 におけ る分地は、様 々な レベルで展開 してお り、そのあ り方 は一一

様ではない。「投 下領」は じめ、分地にお ける諸王の権益は、モ ン ゴルの 中国支配 の諸相

を解明す る鍵 となる ものだ けに、それ らの持 つ意 味を正確 に把握す るた めの研 究が、今

後 も求め られ るであろ う。本稿では、聖姑廟 に現存す る 「阿識牢大王令 旨碑 」をめ ぐる

い くつかの問題点 に関 して、私 見を提示 した。阿識睾 は、平陽にお ける諸王の権益か ら、

グユ ク家の諸 王 と考 えられ る とい うこと、彼が元貞元年(1295)に 来朝 したのは、カイ

ドゥ側か らの投降であったのではないか とい うこと、阿識uが 崇真観 に特許 を与 えたの

は、彼の ウルスその ものが、その地 にあったか らではないか とい うことな どで ある。 し

か し、それ らはあ くまで可能性 の一つ として提示 したに過 ぎず 、平陽地 区の諸王 の動向

とそ の権益の様相 は、依然 として重要な課題 として残 されてい る。

付記 本稿 は、平成20～22年 度 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(B)「 中国

社会へのモ ンゴル帝国による重層的支配 の研 究 元朝史料学の新展開をめざし

て」(代 表:村 岡倫)に よる研究成果の一部である。
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